
 

〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル８階 

TEL052-211-3110 FAX052-220-4005 

http://www.jpaa-tokai.jp/  e-mail：info-tokai@jpaa.or.jp 

お問い合わせ先 

日本弁理士会東海支部 
Japan Patent Attorneys Association Tokai Branch  

 

弁理士法の前身である

「特許代理業者規則」が

施行された 

明治32(1899)年７月１日

を記念して、毎年 

７月１日を「弁理士の日」

と定めました。 

７ 

 

知的財産？・特許？ 

著作権？・・・商標？ 

意匠？･･･ 

  え～と弁理士って？ 

でもココに来れば 

  きっと分かります！ 

日 

時 

２０１２年７月７日（土） 
１０：３０～１６：００ 

会 

場 

イオンモール新瑞橋 
１Ｆセントラルコート・１Ｆイオンホール 
 名古屋市南区菊住１丁目７−１０ 



 

ステージショー           

（１回目）１１：４５―１２：１５ （２回目）１４：００―１４：３０ 

自然科学体験 

*弁理士が工作のお手伝いをしますので、保護者の方が同伴されなくても安心してご参加いただけます（ハサミ、カッターナイフな

ど刃物を使用します）。 

（１回目）10:30-11:30 （２回目）12:45-13:45 （３回目）14:45-16:00 

知的財産セミナー 

（１回目）10:30-11:30「続・切り餅特許の乱」     （受付10:00） 

             －お餅会社のねばり強い戦い－ 

（２回目）12:45-13:45「弁理士試験合格のヒケツ」   （受付12:15） 

             －弁理士を目指す方必見！－ 

（３回目）14:45-15:45「身近な発明・意匠・商標」   （受付14:15） 

             －意外なものに権利がある－ 

無料知的財産相談会 （１０：３０－１６：００）※随時受け付けます。 

一般的な特許、意匠、商標及び著作権等知的財産の相談のほかに、インターネットで特許電子図書 

館にアクセスしてアイデア、商標、意匠などがすでに登録されているかを調べることもできます。 

  ｢弁理士｣とは 
弁理士は、産業財産権（特許･実用新案・意匠・商標）のエキスパートです。アイデアをどのような形で権利化し、保護したら良いかを適確

にアドバイスすると共に、特許庁に対する出願等様々な手続きを代理します。また、外国出願、ライセンス契約、審決取消訴訟や侵害訴訟等、

出願後、あるいは権利化した後の様々な問題にも対処します。 

｢日本弁理士会東海支部｣とは 
日本弁理士会は、弁理士に関するわが国唯一の法人組織であり、弁理士はすべて本会の会員です。なお、本部は東京にあります。 

日本弁理士会東海支部は、東海地域（愛知・岐阜・三重・静岡・長野）の弁理士により組織されている、日本弁理士会の地域組織です。 

東海支部では、東海地域におきまして、知的財産に関する講習会や相談会を実施している他、公的機関に講師や相談員を派遣するなど様々な

知的財産に関するサポート活動を弁理士の職責に鑑みた社会貢献活動の一環として展開しております。 

ステージショー 

自然科学体験 

知的財産セミナー 

無料知的財産相談会 

会場：セントラルコート 

会場：イオンホール 

会場：セントラルコート 

会場：セントラルコート
スリリングでファンタジックなイリュージョン、 

さらに歌とダンスを取り入れてのステージに感動して下さい！ 楽しむ！ 

工作を作って自然科学を体験して下さい！ 作る！ 

各回、2つの工作教室を実施します。 

実施中のものからお好きな教室をお選び下さい 

イリュージョン・ダンス 

・マジックショー 

キラキラ分光器 ベンハムのコマ とことこペンギン 

特許、意匠、商標、著作権など知的財産の 

ことなら何でも弁理士に聞いて下さい！ 訊く！ 

※各回定員７０名（先着順） 

※各回定員５０名（先着順） 

弁理士のこと、知的財産のことを知って下さい！ 学ぶ！ 


